
 

                                          

   お仕事で忙しいご家庭の小学生のお子さんに、安心・安全・充実した放課後を・・・。 

 

  

     

 

 

 

                             

 

 

 

☆対象児童  小学校 1 年生から 6 年生までの放課後留守家庭の児童 

☆運営主体  社会福祉法人 大乗福祉会（二之宮保育園）  ※学校法人 大乗学園（慈照幼稚園）の姉妹法人です。 

☆開設場所  二之宮学童ｸﾗﾌﾞ(A・B グループ)・第二学童ｸﾗﾌﾞ（C・D グループ）の専用建物 

☆保育時間  平日    下校後～午後 7 時まで 

       土曜日   午前 7 時 30 分～午後 5 時 30 分 

       学校休業日 午前 7 時～午後 7 時（春休み・夏休み・冬休みなど） 

☆定員        二之宮学童ｸﾗﾌﾞ 80 名・二之宮第二学童ｸﾗﾌﾞ 80 名  

☆休業日   日曜日・祝日・年末年始（12/31～1/3) 

☆活動内容    遊び・スポーツ・工作・映画会・遠足などを行い、宿題などもします。 

              学童の生活を通し、社会性や人として生きる力の土台を育みます。 

☆指導員      Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄグループに別れ、全体で 12 人前後の指導員がつきます。 

 

           

 

 

 

 

 

     ✻週 5～週 1 の方が急に土曜保育が必要になった場合は、1 日 500 円（月２回まで）。３回目から一時利用の金額になります。 

   ✻バス代は保育料に含まれます。ただし、大室小の児童で毎日バス送迎が必要な場合は、＋2,000 円となります。             

      ✻母子・父子家庭の方、兄弟姉妹が同時に入所している場合は、保育料を減免します。 減免金額は条件によって異なります。

減免条件は 1 種類のみで重複はできません。また、1 年契約の方だけを対象にしております。 

      ✻4 月からの在籍児童は、夏休み期間中も 1 年契約の保育料でご利用いただけます。 

        夏休み等の長期休業期間だけ月単位での利用日数を変更することができます。(例：週 3→週 5 等) 

      ✻長期休業期間以外での１年契約の日数の変更は、１年に月単位 1 回までとします。   

         ※二之宮保育園の卒園児(1～2 号)は、卒園式後、3 月末日まで保育園児として希望保育を利用できます。 

        4 月 1 日からは学童クラブの保育料が必要になります。慈照幼稚園の卒園児(2 号認定)も同様ですが、1 号認定の児童は、 

        3 月末まで慈照幼稚園の預かり保育を利用するか、学童クラブの一時預かり(保育料 1,800 円/日)をご利用ください。 

   ✻二之宮学童クラブ・二之宮第二学童クラブは一体的に運営するため、一括申し込みをいただき、どのグループになるかは

当クラブで検討して決定させていただきます。あらかじめご了解ください。 

 



二之宮学童クラブ・二之宮第二学童クラブ利用料一覧（令和 7 年） 
１．保育料 
 （１）基本保育料 

 
 
  ①4 月当初の入所の場合、1 年契約の保育料になります。夏休み期間含む。 

    ②夏休みだけの利用・1 カ月だけの利用の場合は、表のように割り増しとなります。 

        ③一時利用は 1 日 1800 円です。  

 ※夏休み・1 ヶ月・一時利用は年契約の児童が優先となります。保育体制に余裕がある場合のみ受付します。 

 （２）長期休業日について 
  4 月から入所している方は、下記のように利用日数を変更することができます。 

   ①春休み（3・4 月）・冬休み（12・1 月）に限り、1 日 500 円で利用できます。 

      例：週１日→春休み期間のみ毎日利用。（1 日 500 円）※２週間程度のため何回でも可。 

   ②夏休み（７・８月）に限り、契約変更できます。（月単位） 

      例：週１日（保育料 5,000 円）→週 5 日（保育料 10,000 円） 

     ③平日、月利用を増やす場合は、月２回まで 1 日 500 円、３回目以降 1 日 1800 円。  

        ④週 2～5 日利用の方は、月 2 回まで土曜日多用も含めて 1 日 500 円、3 回目以降 1 日 1800 円   
       ⑤1 週間が月をまたぐ場合でも、週契約回数とします。 

        ⑥週 1 日(土曜含む)の方は、平日利用に振り返ることも申し出によりできます。 

  （３）契約変更 
   長期休業日以外での契約日数の変更は、1 年に 1 回限りとさせていただきます。 

 （４）希望保育日の利用 
   希望保育日を利用する場合は、＋300 円／日が必要になります。 

  （５）保育料の減免 
  ①病気・入院等のやむを得ない理由で１か月単位休所した場合  １０割減免 

  ③１家庭で当クラブに２人以上在籍している場合、２人目以降は下表により減免します。 

    ④母子家庭・生活保護世帯等の場合 

        ※学童の中のみ。二之宮保育園・慈照幼稚園に下のお子さんがいても該当しません。 

減免表 ※ただし、③と④重複して減免することはできません。 

 
 
 
２．その他の利用料 
 ①教材費（遠足代含む） 夏休み期間のみ 2,000 円（1回） 

②行事費   実費      ③傷害保険料 年額 1,000 円 

④延長保育  午後 6時～7時の保育  日割 300円/日  月極め 3,000 円/月  

                ※月極めの場合のみ、兄弟姉妹 2人以上で、2人目以降 1,500 円 

 ⑤バス会費   保育料に含まれます。 

              ただし、大室小学校などの児童で送迎を利用する場合は、別途毎月 2,000 円（週 5～6 日の場合） 

          それ以外については、二之宮保育園保護者会と相談して 決定します。     

 

 

週６日 週５日 週４日 週３日 週2日 週１日
（土曜含む） （土曜無） （土曜無） （土曜無） （土曜無） （土曜含む）

１～３年生 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 6,500

４～６年生 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 5,000

保育料

１年契約

週６日 週５日 週４日 週３日 週2日 週１日
（土曜含む） （土曜無） （土曜無） （土曜無） （土曜無） （土曜含む）

△ 5,000 △ 4,000 △ 3,500 △ 3,000 △ 2,500 △ 1,500

減免
減免金額


